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2018年を迎えて
事事務務局局長長 鈴鈴木木 明明男男

入社間もない若者が長時間労働やパワハラで追い

詰められて自ら命を断つ事態が広がっている。

昨年はトヨタ系列会社や加野青果の両裁判とも名

古屋高裁で逆転勝訴した。また、岐阜市役所公務認

定裁判も名古屋高裁で勝訴した。

過労死等防止対策推進シンポジウムは、全ての都

道府県で開催された。これは画期的な事である。

健康で安全に働ける職場づくりは地域社会・生活

者の共通のテーマである。愛知健康センターは「人

間らしく生きられる社会」を目指し、本年も共同の

輪を広げる取り組みを進めたい。
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司会の喜久山さん

小城労働局部長

内野博子さん

厚労省佐藤企画官

山崎喜比古教授

東海三県でも過労死ゼロの啓発シンポ

――愛愛知知会会場場――

事事務務局局次次長長 吉吉川川 正正春春

愛知県では、11 月 28 日、名古屋国際セン

ターで「過労死等防止対策推進シンポジウム」

が開催されました。186 名が参加しました。

主催は厚労省ですが実際の準備は、家族の会、

過労死弁護団、健康センターで行いました。

昨年に引き続き、喜

久山アコさんの司会で

始まりました、今年も

手話通訳の方に協力い

ただきました。

小城労働局基準部

長が主催者あいさつで

厚生労働省が進める対

策を紹介しました。

「名古屋過労死を考え

る家族の会」の代表内

野博子さんがあいさつ

をしました。「家族の会」

は平成元年に結成され

ました。30年近くたっ

てもいまだに過労死が

なくならないそれどこ

ろか増えている悲しい現状を訴えました。夫

の労災認定を１歳と 3歳の子供を抱えた自ら

の厳しい取り組みを紹介し、「家族の会」が過

労死弁護団と総力で「過労死等防止対策推進

法」制定され、対策が進められていることに

感謝しながら、今年の愛知健康センターでの

過労死110番では20件もの相談があったこと

を報告し、さらなる対策を厚くしてほしいと

述べました。今年は平日に開催されました。

企業の労務関係の方が過労死をなくす職場つ

くりに取り組んでいただくことを望んでいま

す。11月は勤労に感謝しながら家族で過ごす

日が多くなる月になるように期待しています。

続いて、厚生労働省佐

藤企画官が、「過労死防

止等対策白書」を「家族

の会」の協力で作成した

経過と貴重な内容の紹

介がありました。今後の

調査研究の課題も紹介

されました。

基調講演は「健康で

充実して働けることの

できる職場と社会をめ

ざして」と題して山崎

喜比古日本福祉大教授

が話されました。日本

の労働現場がヨーロッ

パと比べてあまりにも

悪い状況を指摘し、長時間労働によりストレ

スが高まり、脳・心臓疾患、最近では精神障

害からくる自死が多くなっている。ストレス

解消のためには良質な睡眠が大切。最近の労

災関連件数の推移は遺族の救済を求める運動

が反映されていると思われるが、いっぽう、

「過労死等防止対策」とは異にする政策も打

ちされている。過労死ラインを上回る残業時

間の上限問題や、高度プロフェッショナル制

度（残業代ゼロ･･･）などいっそう長時間労働

を余儀なくされる。世界の研究者が提唱する

「健康職場」、ＩＬＯの「ディーセント・ワー
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桂福車師匠

大迫恵子さん

岩井弁護士

ク」など仕事と生活がバランス良い職場つく

りが必要だと訴えられました。

最後に、長時間労働で過労死が多発してい

る運送業、外食産業、教員、医療職場などの

調査と対策が必要だと訴えられました。

休憩後、過労死とい

う深刻な課題と正反対

の落語の登場。どのよ

うな話になるかと関心

を呼びました。たくみ

な話術で過労死した息

子と親の心を見事にと

らえ、みんなが聞き入

りました。

遺族である大迫恵子さんは、夫の突然の死

に、会社でどんなこと

があったか尋ねまわり、

多くの現場を持ち、時

間に追われながら作業

の調整をする現場管理

の責任者である夫の仕

事を知ることになりま

した。夫は仕事で亡くなったと確信し、子供

たちと一緒に労災認定を求めていることを報

告しました。

閉会の挨拶で「過労

死弁護団」の岩井羊一

弁護士が過労死をなく

すことをいっそう追及

していきましょうと呼

びかけました。

岐阜市が過労防強化週間をもうける

岐阜県労連 坂 至正

11 月 13 日（月）、ワークプラザ岐阜にお

いて過労死等防止対策推進シンポジウムが開

催された。平日の午後開催という初めての設

定だったが、110 名余の参加者で大盛況だっ

た。社会での関心度が高いことを物語ってい

る。

岐阜市役所、伊藤公務災害認定の勝訴報告

では、遺族から 10年に及ぶ長期間の闘いを通

して、切々たる思いが述べられた。勝訴後、

市長の謝罪、市役所の新たな対策等が示され

た。具体的には市役所人事課長から報告があ

り、「過労死等防止強化週間（伊藤哲氏の命

日を含む 2週間）を設定し、ハラスメント研

修の拡大実施、全庁的対策会議の開催、来年

度に向けての専門家によるカウンセリングや

コンサルティングの実施案」も紹介された。

伊藤裁判の結果が目に見える形で生かされた

ものと言える。

また、岩井羊一弁護士からは豊川市役所で

の公務災害認定の取り組みを報告。「過労死・

パワハラ対策では完全・完璧な取り組みはな

く、いつもこの問題を繰り返し認識すること

が大切だ」という教訓が印象的だった。

講演は櫻澤博文氏（医師・労働衛生コンサ

ルタント）で、「健康という資源を大切にし、

健康へ投資する。運動・朝食・禁煙。職場で

は裁量権ある労働が必要」と述べられた。た

だ、長時間労働の問題点や職場でのストレス

チェック集団分析の活用法は時間切れで触れ

ずに終わったのが残念だ。

最後に入社後 7か月で息子が自死した母親

の吉田典子さんから訴えがあり、企業倫理の

欠如を感じる上司のパワハラは、し難いこ

とだと痛感した。
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感動と共感を呼んだ母の訴え

全全国国過過労労死死家家族族のの会会理理事事 寺寺西西 笑笑子子

大阪・啓発シンポジウムを１週間後に控え、

あと一人遺族発言者が決まらず困っていたと

ころ、愛知センターの吉川さんと「いの健全

国センター」の会議で会い相談したところ、

吉田典子さんに繋いでいただき承諾を得られ

ました。11月 2日、過労死防止シンポジウム

の大阪会場の基調講演は、「過労死とハラスメ

ント」と題して、滋賀大学 大和田敢太名誉教

授が講演され、「長時間労働の陰にはハラスメ

ントがある」との指摘と、「企業のハラスメン

ト防止が重要課題だ」と強調されたことで、

その後におこなわれた「遺族発言」4名のな

かでも、まさに、吉田典子さんが訴えられた

息子さんの陽介さんがおかれていた状況が

「過労死とハラスメント」によるものでした。

上司からのひどい暴言、新人なのにベテラン

がするような過大な仕事、パワハラによる

精神的な攻撃により、人間関係から切り離し

て孤立させ、コミニュケーションのない職場

のいじめ・嫌がらせの環境から、日本の将来

を担う若者の尊い命が奪われたものです。吉

田典子さんの訴えにより陽介さんが自死へ追

い込まれた実態が伝わってきました。最後に

「心を病むことの無い社会、陽介のような若

者を出さない労働環境、わたしのような母親

を作らない社会を願って」終えられた母の訴

えに感動と共感を呼び、参加者は（485名の

内・8割が企業関係者）熱心に聞き入り心に

響く訴えでした。

大阪会場（ホテル グランフロント）

被災者を一人も出してはいけない
みみええ労労連連事事務務局局長長 高高岡岡 秀秀基基

11 月 30 日に四日市商工会議所において過

労死防止シンポジウムがひらかれました。

毎年、連合三重の会長とみえ労連議長が共に

挨拶をするという珍しい構成になっています。

これは過労死・過労自死が深刻な問題として

横たわっていることの現れです。

基調講演は「労働時間と急性心梗塞：科

学的エビデンスから考える」と題しまして三

重大学の笽島(そうけじま)教授のお話を聞き

ました。どのような労働であれ、長時間労働

の身体的ダメージを統計に基づき関連性があ

るという話は、長時間労働を許容してきた現

代社会への警告ではないでしょうか。

２部は落語です。何故に落語、参加者もと

まどったのか当初は微妙な空気に。しかし、

笑いあり、涙あり、よくも過労死問題をこん

なに上手く落語に落としこめるなぁと。時間

と共に会場も爆笑したりしんみりとなったり。

そして最後はご遺族の訴え。私はこの時間

が辛くて嫌いです。毎年違うご遺族の方がお

話になります。電通事件以後も次々と遺族の

方は増えています。自分の無力さを感じます。

このような方をもう１人も出してはいけない、

全ての参加者が心に思ったことでしょう。そ

のためには今、何をするべきか。そう考えさ

せられるシンポジウムでした。
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電話相談に対応している事務局員 

いいののちちとと健健康康・・過過労労死死 111100番番をを振振りり返返っってて

事事務務局局次次長長 高高垣垣英英明明 

今年の過労死110番は例年と違い、相談の

訓練を受けたカウンセラーが5名入った。3

名を外部から応援に来て頂いた。相談員10

名で、朝10時から 17時まで 19件の電話相談

が入った。19件のうち4件が家族親族、同僚

などが２名、本人からは13名だった。家族が

夫や子どもの過重な働き方を心配して、電話

をかけてくるというパターンが例年になく多

かった。労働者本人の自覚が大切であり、出

勤時間、退勤時間をしっかりメモして、本人

の自覚を促し、働くことと家庭生活のバラン

スを取って貰うようアドバイスをしてきた。 

内容的には、自死、過労死等の深刻な問題

もあった。パワハラなど職場の人間関係が7

件。長時間過重労働が7件、賃金・社会保険

などの問題が3件あった。パワハラについて

は、記録を取って誰にどのようなことをされ

たのか、そしてそのときの気分・感情をしっ

かり記録しておくようになどのアドバイスを

させていただいた。パワハラに対する相談は

110番の後にも引き継がれ面談が行われた。 

 又、電話相談の様子はＴＶ局が取材し、昼

のニュースで放送されました。 

「「電電話話ししてて良良かかっったた」」のの一一言言ががううれれししかかっったた

産産業業カカウウンンセセララーー  三三田田村村妙妙子子 

11 月 23日、過労死110番の電話相談対応

をしました。 

高垣さんから、「相談者の気持ちに寄り添

っていただければいいですよ。」と、言われて

はいましたが、企業の社員さん達の面談の経

験はあっても、電話相談をしたことない私に、

本当にできるのだろうか？労務関係の知識が

ない私でも大丈夫なのだろうか？相手を怒ら

せたりして事務局の皆さんに迷惑かけてしま

ったらどうしよう？？？などと、緊張と不安

の固まりで、直前までやめた方がいいので

は・・・と悩んでいました。 

恐る恐る事務局のドアを開けると、とても

暖かい雰囲気で、たくさんの心地良い笑顔が

待っていました。その瞬間、（あっ！？これな

らできるかも）と、思いました。なんの根拠

もないのですけど、安心できました。 

それからは、あっと言う間の２時間でした。

電話の相手の方から「電話して良かったです。

ありがとうございました。」と、言われた時は、

本当に嬉しかったです。 

不安も心配もいっぱいあったし、どこまで

お役に立てたのかはわかりませんが、やって

良かったと思いました。今後もいろいろと勉

強して、また、参

加させていただき

たいと思います。

本当に良い経験を

させて頂きました。 

ありがとうご

ざいました。 
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心の健康づくりをと語る吉田典子さん

時折クイズも交えて講義する安井弁護士

黄金中学校での過労死防止啓発授業

事事務務局局次次長長 高高垣垣 英英明明

11 月 22 日に名古屋市立黄金中学校で３年

生（６１名）を対象に過労死防止啓発授業が

行われ、参観してきました。「この中学校は

名古屋市内で 5番目にさな学校で・・」な

どと校長先生から紹介がありました。生徒数

は 179名のこじんまりした学校です。

安井弁護士は天崎先生からの依頼で昨年も、

ブラックバイトのワークルール、アルバイト、

労働時間、給料、休日、有給休暇等について

説明をされました。前回の啓発授業の時は過

労死家族の会のメンバーの話しは DVDで対応

したが、今回は原告に来て貰うことにしたと

のことです。どの子どもたちも熱心にノート

を取っており、大変感心しました。中電原告

の吉田さんは子どもたちに直接の生々しい話

がどれだけダメージを与えるか心配で、話し

方に苦労していたようでした。産業カウンセ

ラーでもある吉田さんは生徒たちに「こころ

の健康づくり」としたプリントを用意して、

ご本人の経験を踏まえて、子どもたちに話を

していました。生徒たちはしっかり吉田さん

を見つめ必死に話を聞いていました。

授業が終わってから、校長室に招かれ、校

長先生からは「高校に入ってアルバイトを行

う生徒もいるだろうし、弁護士の先生から話

をうかがえたことは大変よかった」「１年生

でストレスへの対処の仕方などを教えている」

「教員用の教科書には最近では認知行動療法

という単語が出てくるようになっている」

「精神疾患の話しなども非常に大切な話だっ

た」「このような話しは学校の子どもたち

にも大切な話で、教材の組み立て方の工夫が

必要だ」「DVD でなくライブで生の話を聞か

せることができよかった」「労働法とこころ

の健康づくりの割合を工夫すれば学生にも

授業でやっていくことが可能だ」など、さま

ざまのアドバイスをいただきました。現在話

題になっているキャリア教育の大きな柱とし

て過労死防止啓発授業が発展していくことを

心から願いながら学校を後にしました。

生生徒徒のの感感想想

＊ 労働することに、たくさんのルールがあ

ることが分かってしびっくりしました。

そして、うつ病の怖さをあらためて知るこ

とができました。

＊ 就職した時にもしパワハラなどにあった

ら、対策など全然知らなかったので、今回

の話でどう対策するとかワークルールとい

うものを知っておくとかということを聞き、

とても勉強になりました。お話が聞けてす

ごく良かったです。

＊ 吉田さんの、すごく悲しくて大変な話を

聞いて悲しくなったし、私もそうならない

ように安井さんの言っていたワークルール

をしっかり覚えておきたいと思いました。
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第第 8888回回 栄栄総総行行動動 市市教教委委要要請請

過過労労死死等等防防止止のの啓啓発発授授業業のの実実施施とと

教教員員のの長長時時間間勤勤務務解解消消をを
事事務務局局員員 松松本本 直直子子

11月 15日(水)に、第 88回栄総行動に参加

して名古屋市教育委員会への要請を行いまし

た。「過労死」「過労自死」をはじめとする労

働問題が大きく取り上げられ 社会問題とな

っています。「過労死等防止対策推進法(2014

年)」の翌年に策定された「過労死等の防止の

ための対策に関する大綱」（以下「大綱」）は、

「若い頃から労働条件をはじめ労働関係法令

に関する理解を深めることも重要であり、学

校教育を通じて啓発を行っていくことが必要」

としています。また、教職員の労働時間を

「2020 年までに週労働時間 60 時間以上の割

を５％以下に」おさえることをめざしてい

ます。本年８月末には、中央教育審議会初等

中等教育分科会が「学校における働き方改革

に係る緊急提言」（以下「緊急提言」）を発表

して、毎日児童生徒と向きう教員の長時間

労働の実態が看過できないとして、「学校にお

ける働き方改革」を早急に進めるよう提言し

ました。

生徒が自分を守る知識を身につけるために

まず、「大綱」と「緊急提言」についての認識

を質しましたが、教職員課山田主幹は「２つ

の文書ともに承知しているが、市内校に周

知はしていない」と回答しました。特に「緊

急提言」は、教員の長時間勤務改善に向けて

「できることは直ち

に」「必ず解決すると

いう強い意識を持っ

て」取り組むとして

いますが、市教委は

その緊急性を理解し

ていないようでした。

昨年度からの継続

事業である厚生労働

省の「労働問題・労働条件に関する啓発授業」

（過労死防止のために弁護士や過労死家族等

が行う出前授業）の周知に積極的でないため、

市内での授業の実施は中学校･高校･大学での

１校です。要請団は、義務教育を終えて働

く生徒のためにも中学校で啓発授業を行うこ

とが必要だと訴えました。名古屋市はキャリ

ア教育を重視して「中学校では職場体験学習

を実施することにより、働くことの尊さや意

義を学ぶ」（市教委回答）とするが、現状では

尊さや意義以上に、自分を守る知識を身につ

けることが重要です。キャリア教育の１コマ

として、前述の啓発授業を位置づけるよう提

案しました。

学校教育の根幹が揺らぎつつある

「緊急提言」には、教員の勤務実態調査から

「学校教育の根幹が揺らぎつつある」という

危機感が反映されていますが、市教委はそれ

をうけて何をやったのかが全くみえてきませ

ん。回答は、「現場の実態や国・県の動向を踏

まえつつ」行っていくとあります。この間、

市安全衛生委員会で議論したこともありませ

ん。教職員課横井主事は「今、意識改革をは

かっている」と言いますが、あまりにスピー

ドが遅すぎます。

愛知県は、教員の勤務時間を「2019年まで

に週勤務時間 60 時間以上の割をゼロにす

る」として積極的に動いています。要請団は

「市はどのように実現していくつもりか」と

迫りました。学校教育の抱える様々な問題の

根本には教員の働き方の問題があると思われ

ます。他自治体から大きく出遅れた市の政策

を進めるために、今後も様々な方法で行政を

追及していきます。
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第 1回

「人間らしい労働・生活」の連載を始めるにあたって

愛愛知知健健康康セセンンタターー理理事事長長 猿猿田田 正正機機

明けましておめでとうございます。

今年が皆さまにとりまして

良き一年でありますよう、お祈り致します。

「愛知健康セ

ンター」の理事

長就任というこ

とになって以来、

新聞やテレビな

どでも、いわゆ

る「働き方改革」

や「過労死・過

労自死」のニュ

ースなどに、ど

うしても目が行くようになった。以前から、

トヨタに関しては、トヨタマンの殺人事件、

過労死、過労自死などの裁判に関係していた

こともあり、意識的に情報収集や資料集めを

していたが、教育・研究や職場・地域活動な

どでしいこともあり、それ以外の事件まで

は、あまり気が回らなかったというのが本当

のところである。

その間、安倍内閣は「働き方改革」、「生産

性革命」を謳い、「女性活躍社会」、「一億総活

躍社会」、「人づくり革命」さらには、「人生

100年時代構想会議」まで立ち上げ、「これは

未来への投資だ」と、いかにももっともらし

く主張している。国民の人生を企業・経済発

展のために総動員しようとしている様子が窺

われゾッとさせられる。「過労死防止対策推

進法」の成立や安倍内閣の政策の目の一つ

に「働き方改革」があげられたこともあり、

「働き方」のニュースは巷にあふれているが、

その割には、「過労死・過労自死」が減る様

子がない。それどころか 20歳前後の若者や発

達障がい者の、パワハラによる「過労自死」

までが発生する深刻な事態となっている。

一般に、その原因として、一番に挙げられ

るのが日本の「長時間労働」である。そして、

最近、顕著なのは、職場のいじめ、パワハラ･

セクハラである。能力主義・業績主義管理の

下で労働者はバラバラにされ、長時間・過密

労働でクタクタとなっており、仲間を思いや

る余裕を失い、弱い立場の人々へのハラスメ

ントにはけ口を見出すようになっている。と

りわけ最近、マスコミを騒がせているのは、

将来を担うべき真面目で優秀な若者が「いじ

め」にあって相次いで自死するようになって

きていることである。

これらの問題は、さすがに経営者や安倍政

権にとっても無視できない重大な問題と認識

されるようになってきてはいる。安倍政権が

政策の目に「働き方改革」や「教育費の無

償化」を掲げるのはそのためである。これら

の政策が大切なことは言うまでもないが、自

民党長期政権が放置してきた政策を、1000兆

円を遥かに超える借金を子や孫に残したまま

で、今になって付け焼刃的に声高に叫ぶのは

己の欠陥を糊塗しようとする選挙対策以外の

なにものでもない。

われわれにとって「過労死防止対策推進法」

の成立は、運動の大きな前進ではあったが、

その後も、様々な運動にもかかわらず、「過

労死」や「過労自死」が無くなる気配が見え

ない。過労死防止学会の議論を見ても、医学

や法律的にみた「過労死・過労自死」などの

議論は、非常に多くみられる一方で、長時間

労働による過酷な職場実態報告を別にすると、

社会科学的視点からの発言は決して多くはな

い。その理由として考えられるのは、社会科

学的に分析しても、裁判などでは、直接には、

ほとんど役に立たないという現実があるから

であろう。健康センターの性格上仕方のない

ことであるが、まずは裁判に勝つことが最大
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の目標となる。しかし、「過労死・過労自死」

などのない社会・職場をつくっていくうえで、

さらには社会システムへの認識を深めるうえ

で、社会科学的視点からの学習は不可欠であ

ろう。医学や法律でその都度、対処療法的に

対はできても、根本的解決にはならないか

らである。では、社会科学的にはどう見たら

よいのか。私がこの問題に全面的に答えるこ

とは、とてもできそうにないが、せっかくの

機会なので、これまでの研究や経験・知識を

駆使してできるだけ分かりやすく整理するこ

とに挑戦してみたいと思う。

私がすぐ頭に浮かぶのは、「『過労死・過

労自死』のある国・日本」と「『過労死・過

労自死』のない国・スウェーデン」の対比で

ある。そして、私の研究上、トヨタや関連企

業の職場実態と労災・うつ病、過労死・過労

自死そして私が愛知に来て初めて証言台に立

った「殺人事件」である。私がスウェーデン

に留学した時に、最初に新聞記者のインタビ

ューを受けたのが「過労死」についてであっ

た。だからといって、私が「過労死」問題を

研究テーマとしていたわけではない。どうし

て異常な「長時間・過密・不規則労働」が、

効的・ムダのないと言われる「トヨタ生産

システム」の下で行われるのか、「相対的高

賃金」といわれるトヨタマンの生活になぜ余

裕がないのか。その理由を人事管理・労使関

係の側面から明らかにするのが主たる研究テ

ーマであった。しかし、今回は、この機会を

利用して様々な切り口から「人間らしい労

働・生活」について考えてみたいと思う。

最近、愛知健康センターの所報などに掲載

された私の原稿は、以下のようなものである。

最初の文章は愛知健康センターへの思いと期

待について書いたものである。

・「愛知健康センターへの思いと期待」(『い

のちと健康』2011年会誌)

・「理事長 就任あいさつ」(『いのちと健康

通巻 206号』)

・「新年にあたって」(『いのちと健康 通巻

208号』)

・「巻頭言」｢人間らしい働き方｣(『いのちと

健康』2017年会誌)

・「『福祉国家・日本』の建設を！」(『いの

ちと健康 通巻 214号』)

・「『人間らしい労働・生活』を考える」(『い

のちと健康』2018年会誌)

・「『真の働き方改革』とは？－『福祉国家・

スウェーデン』を素材として－」(愛知健

康センター総会・記念講演、2017 年 8 月

26日)

これらのほとんどが「人間らしい労働・生

活」に関わる内容となっている。興味ある方

は、前もってお読みいただければ幸いである。

山山場場をを迎迎ええるる大大迫迫裁裁判判 第 5回総会

大大迫迫ささんんのの労労災災認認定定裁裁判判をを支支援援すするる会会 事事務務局局長長 濵濵崎崎 裕裕功功

11月 4日支援する会総会を開きました。

弁護団から現状と今後のたたかいについ

て報告がありました。岩井弁護士は労災申請

と 2015年の提訴後の争点は、大迫正人さんの

うつ病発症の有無、自殺か事故死かめぐる議

論が続いている。2017年 3月原告側の渡邉医

師の意見書とその原告準備書面これに反論す

る被告準備書面が提出され、ようやく証拠調

べに入り、今年中に、審理が終わるのではと

のことでした。森弁護士からは、被告側医師

の意見書と準備書面について、渡邊医師とも

相談しながらその反論を準備していることを

話されました。

いよいよ本年は裁判の山場を迎えます。署

名・財政支援（医師の反論作成費用）、裁判傍

聴等、今年もよろしくお願いします。
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「「パパワワハハララ裁裁判判をを支支援援すするる集集いい」」をを開開催催
勢勢ユユニニオオンン書書記記長長、、みみええ労労連連特特別別幹幹事事 奥奥野野 忠忠

11 月 19 日、伊勢

市で「パワハラ裁判

を支援する集い」が

開かれ 30 人が参加

しました（勢労連、

勢ユニオンの共催）。三重合同法律事務所の

森一恵弁護士が「パワハラとは、裁判報告」

と題して講演しました。

「伊勢町地域おこし力隊パワハラ裁判」

は、女性時職員がパワハラのため、就職 3

か月余で適応障害のため出勤できなくなり、

損害賠償を求めて津地裁に提訴しているもの

です。原告の Iさんは「行政側は全く反省が

見られない。失敗はすべて力隊員のせいに

している。人材の使い捨てが許せない」と語

りました。

「中部電力新入社員労災認定裁判」は大学院

卒、中電に入社した男性が大きなプロジェク

トの主担当にされ、サポートもなく悩みぬい

ているにもかかわらずパワハラを受け死し

たケースの労災認定を求めているものです。

男性の母親で原告の吉田典子さんは「会社で

何があったのか、息子を死に追いやったもの

は何か、明らかにしていきたい」と痛切な思

いを話しました。

「集い」には、愛知県や四日市、伊賀、尾鷲、

伊勢町の皆さんも駆けつけていただき、支

援する会への入会申し込みとカンパが寄せら

れました。また。「私たちの会に原告や支援す

る会から話に来て」との暖かい言葉もいただ

きました。

「「駅駅ののホホーームムでで命命はは落落ささなないい」」全全国国交交流流集集会会
愛愛視視会会員員 牧牧野野 三三枝枝子子

11月 18日～19日金山プラザホテルにおい

て愛知、三重、埼玉、神奈川、大阪、高知か

ら 35 名の参加者を得て全交流集会が開催

されました。

「可動式ホーム柵をめぐる状況についての現

状と課題」を前衆議院土交通委員の本村伸

子衆議院議員から報告を受けました。は

2020 年までに一日の乗降客数が 10 万人を超

える駅を中心に 800駅に可動式ホーム柵を設

置する事が方針となっており、2017年 3月ま

でに設置されている駅は 686です。

この地方では地下鉄名城線と名港線全駅

それに金山総合駅の JR 東海道線ホームへの

設置が発表されています。

毎月、金山駅で健康センターの皆様の支援

もいただき街宣と署名活動を行っています、

大きな影響を与えていると考えます

近年、転落事故は増加しており 2009 年の

2442件に対し 2014年は 3673件と 1.5倍にな

っています。視覚障害者については 38件から

80件と 2倍になっています。

今回の集会では、可動柵の有効性、定柵

の可否、乗車位置表示、事故で列車が止まっ

た時の対応、動改札機、みどりの窓口、声

掛け、職員の問題についての 8つのテーマに

分け討議をしました。地から様々な運動の

報告や情報の交換を行い活発な討議がなされ

ました。地下鉄や名鉄の動改札機のタッチ

パネルにある突起の付いたシールを他の地域

の方たちも確認をしました。

第一回目である今回の集会は結論を出す

ものではなく、これからの運動につなげてい

く事と今後も継続的に開催をしていく事を確

認し合いました。
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過労死と過労自死の根絶を！

事事務務局局員員 櫻櫻井井 善善行行

第 20回 働くもののいのちと健康を守る

全国センター 総会

先日鈴木明男事務局長から、12月 8日から

9 日にかけておこなわれる「全センター総

会」と「裁判学習交流集会」に出席して欲し

い旨、要請を受けた。その日の一部は私の動

かしがたい仕事があったため、最初は持し

たが、その好意に甘えて貴重な経験をさせて

もらうことにした。

当日 11時前に仕事を終え、列車を乗り継い

で会場の全労連会館に着いたのは予想より早

く 14時前だった。もちろん午前中の基調報告

の提案は終わり、午後は代議員による討論が

行われていた。ちょうど休憩になるところで、

討論再開後すぐに鈴木事務局長の報告を聞く

ことが出来た。総会ならびに翌日の交流集会

も参加者は、労働組合関係者とともに地の

「いの健センター」の関係者が多かったよう

に思える。役員も全労連や有力単産の役員が

要職に就いているようであり、これは財政基

盤をさえるためにもやむを得ないとは思いつ

つも、少なからぬ役員が短期間で替わるため、

運動を継続していく工夫をどうしているのか

考えさせられた。また参加者もそうであった

が、報告も特定の地域に偏在しているという

ことは、全組織からするとまだまだ県段階

・地方での組織確立が十分ではないところが

結構あるのかなあと思った。特に日本海側、

ならびに西日本での活動が十分に見えては来

なかった。とはいっても九州の代議員が報告

したように、地方によっては優れた企画・実

践があったのも事実である。総会は最後に役

員選出、「いの健賞」の表彰、があり、議案

は参加者全体の拍手で採択が確認された。

いのちと健康を守る裁判学習交流集会

翌日には「いのちと健康を守る裁判学習交

流集会」が行われた。集会は全過労死家族

の会会長の寺西笑子理事の挨拶に始まり、全

センターから岩橋事務局長(全労連事務局

次長）による基調報告を受け、裁判の取り組

み報告を受けた。報告は、

（１）政策形成過程（トンネルじん肺、建設

アスベスト、過労死企業名公表）

（２）認定基準・行政の変更・適正化をもと

めるもの（岩井羊一弁護士）

（３）企業責任・職場改善・制度改善（愛知

吉川正春氏）

の順に行われた。

質疑を受けた後、当初は分科会に分ける予

定であったが、参加者に見合った形で引き続

き全体会として運営された。その後は特別報

告のような形での報告（北海道・埼玉教員ア

スベスト・東京）があり、その後は質疑・意

見交換があった。まとめは田村昭彦副理事長

によって行われ、集会は終わった。

「働くもののいのちと健康を守る」という、

「ひと」が生きていくためには、最も基本的

なことだが、それが大事にされていないのが

現在の日本社会の現状であるということを、

今回の総会ならびに交流集会に参加して、様

々な報告を聞いて改めて思い知らされた。と、

ともにこの最も基本的なことを、大きく発展

させていくためには、心を開き大きな視野で

物事に取り組んでいかなければならないとい

うことも確認できた。

私たちがこうして語っているときにも、企

業の責任で人々のいのちが蝕まれ、尊い生命

が失われている現実がある限り、私たちは引

き続きこの難課題に取り組む必要があろう。

全総会にあれこれいう前に、私たちのこの

愛知での運動をどう広げていくかを考えさせ

られた。
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刺激とましをうけたアメリカ働者の闘い
事事務務局局員員 近近森森 泰泰彦彦

フィリピントヨタ労働者の不当解雇闘争

支援仲間、oidon（横浜市）さんからレーバー

ノーツの指導者を迎えて東京、大阪で講座を

行う、名古屋でもどうかと９月下旬に督促メ

ールが届いた。レーバーノーツは 1979年に創

立、２年毎に大会を開き、アメリカとか

ら自覚的な労働者が活動交流を行う場である。

労働運動を下から変革し再生させようという

個人を中心にした集まりで 2016年は 22カ

の 150人を含め 2100人が集った。

私は 2008 年、デトロイトで開催された大

会に故・坂喜代子さんに誘われて健康センタ

ーの鈴木さんと参加、ＡＴＵ（全トヨタ労働

組）の結成報告を自動車分科会で行った。

トヨタ内野裁判に関心があつまり多くの署名

をいただいた。

はじめにユニオンと連帯する市民の会メン

バーに相談し、呼びかけに応えてくれた団体

で実行委員会を立ち上げた。（メンバー ＊東

海労働弁護団＊ＡＴＵ＊愛知争議団連絡会議

＊アジア太平洋労働者連帯会議・愛知＊コミ

ュニティユニオン東海ネットワーク＊ＮＰＯ

愛知健康センター＊名古屋シティユニオン＊

東海民衆センター＊フィリピントヨタ労組を

支援する愛知の会＊ユニオンと連帯する市民

の会の 10団体。協賛団体＊愛労連＊ユニオン

学校の２団体）

11 月 17 日の午後、講のスローターさん

と通訳の松元千枝さん（ジャーナリスト）の

お二人を「トヨタ産業技術記念館」にお連れ

した。スローターさんは昔フオード工場のプ

レス現場で働いた経験がありプレス機の前で

「これで働いていた！」と興奮気味であった。

その後、会場に向かい実行委員のメンバーと

交流、18 時 30 分から講演に移った。会場は

ほぼ満で 60名を超えた。前半はご自身の体

験、アメリカ労働運動が直面している問題な

どを話され、後半は質疑応答に充てた。時給

15ドルを闘いとる運動の広がり、とりわけ刺

激的だったのはシカゴの教員の闘いだった。

労働、教育環境の改善を目指して立ち上がっ

た組員は曜日を決めて赤色の上着を着て登

校した。ある日着用を忘れた教に向かって

生徒が「先生、今日はなぜ赤い服を着ていな

いのか！」と問いかけた。教たちはこの言

葉を重く受け止めて話しい、関心の深まり

を理解し、市民社会の問題としてたたかって

いく決意をめた。相次ぐ予算カットで 2004

年から2011年の間に約100校の公立学校が閉

鎖され教員の解雇が続いていた。ＣＴＵ（シ

カゴ教員労組）の運動は時給 15ドルを求める

マクドナルドの労働者はじめ地域の様々な闘

いと連帯して数万人のデモを組織する力をつ

くりあげていった。生徒、親からの信頼も厚

く、今日では全米地に影響を与えるモデル

となっている。日米の運動に通じた通訳の松

元さんには来春「ユニオン学校」で体験を語

っていただくことになりましたので改めて案

内します。

この１週間後、同じ会場で「現代労働負担

研究会」の集会を行った。『地域力をつける労

働運動・アメリカでの再興戦略』（かもがわ出

版）を著したアメリカ非正規労働の研究者、

仲野組子さんのお話がスローターさんと重な

って説得力があった。仲野さんは労働組の

基本的な運動に関してお話をされた。労働組

は職場の労働条件の改善にとわせて地域

に出て、企業や自治体にたいし地域市民の立

場から運動の組織につとめる役割がある。労

働組（ユニオン）、市民諸団体、個人に共同

を呼びかけ幅広い連帯を築いていくイニシア

チブを発揮する役割を担うべきだと、アメリ

カの経験（カリフォルニア州のシリコンバレ

ーから始まった運動）をもとに話された。
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オンシジュームとスプレーバラ

加野青果パワハラ事件 逆転勝訴

弁弁護護士士 岡岡村村 晴晴美美

１１月３０日、名古

屋高等裁判所で、加野

青果パワハラ自死事件

の判決がありました

（永野圧彦裁判長）。逆

転勝訴判決でした。ご

支援いただいた皆様に

感謝いたします。

１月２７日の名古屋地方裁判所の判決は、

加害者 Aと加害者 Bのパワーハラスメントの

違法性は認めたものの、自死との因果関係、

予見可能性を否定し、それぞれ１１０万円の

支払義務を認めるにとどまり、会社に対して

は、使用者責任として１６５万円の支払義務

のみを認めました。

高裁判決は、加害者 Aと加害者 Bの叱責行

為を認識しながら、会社がこれを制止ないし

改善するように指導・注意をしていないこと

は注意義務を怠ったと認められる、平成２４

年５月中には、被災者が業務遂行上の支援を

必要とする状況にあったのに会社が必要な対

応をとるべき注意義務を怠ったと認められる

とし、会社に対し５５７４万６４２６円の支

払いを命じました。他方で、加害者 Aと加害

者 Bについては、自死との因果関係、予見可

能性までは認められないとして、加害者 Aに

ついて１１０万円、加害者 Bについて５５万

円の支払義務のみを認めました。

地裁判決が、「指導」という名目であって

も過度な叱責はパワーハラスメントに該当す

るとした点は高裁判決でも踏襲されましたが、

高裁判決では、会社の責任についてさらに踏

み込んだ判断をしました。会社が、X に対す

るパワーハラスメントを制止・改善しなかっ

たことや、X の業務内容や業務分配の見直し

を検討しなかったことによる心理的負荷につ

いて、使用者責任にとどまらず、固有の不法

行為責任を認め、長期にわたる複数の出来事

について個別評価ではなく、「全体として大き

なもの」と評価しました。

さらに、被災者が、自殺の直前期に精神病

院等に通院しておらず、勤務状況において欠

勤や遅刻・早退等がなく、表面上は自殺する

ことが思い付かなかったようにみえる場合で

あっても、厚生労働省がすでに平成１３年に

「職場における自殺の予防と対応」において

労働者が業務上の原因で自殺することを防止

するよう注意を呼びかけていたこと、平成１

１年の段階で「精神障害等の労災認定に係る

専門検討会報告書」においていじめや業務内

容の変化が精神障害等の発症の原因となる出

来事として報告されており、平成２３年には、

専門検討会報告書が作成、公表されていたこ

とからすると、平成２４年当時、すでに業務

上の原因で自殺するものがいることが社会問

題となっていたことを踏まえ、会社が「うつ

病発症の原因となる事実ないし状況を認識し、

もしくは容易に認識できた」場合には、予見

可能性があると認めました。業務上の出来事

が原因で自死をすることがあることを社会問

題としてきた運動の成果だといえるでしょう。

裁判では、愛する娘を誹謗中傷され、遺族

にとっては本当に苦しい戦いだったと思いま

す。過失相殺も認められず、被災者には何ひ

とつの落ち度もないという認定が得られたこ

とも、意義深いことでした。この判決が確定

することを祈るばかりです。

＊12月 15日会社は不当にも上告しました。



裁裁判判のの進進行行状状況況とと裁裁判判日日程程ををおお知知ららせせししまますす
公正で道理ある判決を求めます。多くの市民が注目しています。

あなたも署名にご協力ください。また傍聴に参加してください。

心臓障害1級社員で、豊通鉄鋼販売から豊通へ逆出
向。ベトナム海外出張中にうつ発。社長から直
無理な転勤を伝えられ、名古屋市内の単身赴任先で
自死。労災認定を求め大阪地裁へ提訴(原告：妻、被
告：国)

入社した年の12月に、人員削減による業務多（仕事
関係の資格取得準備)と上司のパワハラにより自死
(原告：父親、被告：国)

工務部長、受注工事の施工を統括管理、自らも｢砂
川｣の工事担当、再三の契約変更で困難な業務に。資
材置き場で自死(原告：妻、被告：国)

中中部部電電力力新新入入社社員員労労災災認認定定裁裁判判

名古屋地裁　1103号法廷

判判 決決

寺寺井井土土木木関関岡岡労労災災認認定定裁裁判判

22001188年年４４月月1111日日 （（水水）） 1133時時3300分分

口頭弁論

22001188年年33月月77日日 （（水水））

弁論準備

豊豊通通逆逆出出向向社社員員労労災災認認定定裁裁判判

22001177年年1122月月2200日日 ((水水)) 1100時時3300分分

十十六六銀銀行行員員労労災災認認定定裁裁判判

証人尋問

22001188年年１１月月1188日日 ((木木)) 1111時時0000分分

岡岡崎崎商商業業高高校校教教師師公公務務災災害害認認定定裁裁判判

大阪地裁　809号法廷

岩岩永永労労災災認認定定裁裁判判

22001188年年１１月月3311日日 ((水水))

1133時時1100分分22001188年年１１月月2255日日

名古屋地裁　201号法廷

名古屋高裁　1001号法廷

業務中の災害(片眼失明に伴う心因反)に対する
労災認定を求める行政訴訟(原告：本人、被告：国)

22001188年年１１月月2233日日 （（火火）） 1133時時1100分分

トヨタ自動車技術職社員が過重労働と上司のパワハ
ラでうつ発し自死(原告：妻、被告：国)

宇宇田田川川アアススベベスストト労労災災認認定定裁裁判判

淑徳学園高校教諭宇田川先生が校舎改造工事にと
もないアスベストの飛散を受け被曝し、中皮腫で死亡
(原告：妻、被告：国)

名古屋地裁　1103号法廷

口頭弁論

市市ババスス運運転転士士山山田田損損害害賠賠償償請請求求裁裁判判

22001188年年２２月月2288日日 （（水水））

トトヨヨタタ社社員員労労災災認認定定裁裁判判

((月月))

弁論準備

長時間労働により過労死

判判 決決
名古屋地裁　201号法廷

ややままぜぜんんホホーームムズズ大大迫迫労労災災認認定定裁裁判判

22001188年年２２月月１１日日

過労とパワハラで自死。労災認定を求める行政訴訟
(原告：妻、被告：国)

1133時時1155分分

1133時時3300分分（（木木））

論点整理

名古屋地裁　201号法廷

22001188年年１１月月2266日日 ((金金)) 1144時時4455分分

結審

名古屋高裁　1004号法廷

1133時時3300分分

口頭弁論

名古屋地裁　1103号法廷

公務災害は認定されたが、名古屋市と交通局に対し
謝罪を求めて提訴(原告：両親、被告：名古屋市と名古
屋市交通局)

1133時時1100分分

名古屋地裁　1103号法廷

入社四ヶ月目に主担当となり、会社の十分な支援が
ない中、過重な任務とパワハラにより、入社七ヶ月で

自死(原告：母親、被告：国)

加加野野青青果果社社員員損損害害賠賠償償請請求求裁裁判判
勝利判決!　詳細については、本誌１３ページの岡村
弁護士寄稿文をご参照下さい。

12月15日加野青果は上告しました。

訴訴審審 勝勝利利判判決決

東東海海セセミミナナーー開開催催ののおお知知ららせせ

３月１０日（土）１０：００～１６：００

労働会館 ２階会議室

詳細は追ってお知らせします
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愛労連と懇談 労働者時代がよみがえる

事務局次長 吉川 正春

愛労連の皆さんと懇談した。榑松議長・知崎事務局長はじめ 4 役の皆さんが揃い踏

み。「しまった猿田理事長にも登壇をお願いしなければ」と思ったのは後のまつり。で

も厳しい報告の中にも有意義な懇談ができた。事務局の一員、過労死家族の会代表の

内野さんが用意してくれた「栗饅頭」が場をなごませた。

「人員不足、厳しい定数削減」「非正規の増加」「若い人は賃上げの経験がない」「労働

組合の求心力がない」「組合活動ができない」「労安が形骸化」「役員のなり手がない」

など厳しい組合活動の現状や課題に出会った。その中で工夫しながら活動を。職場訪

問や「権利手帳」の配布など地道な活動にも取り組んでいると報告された。健康セン

ターの活動には「出前講座」に加え、種集会などに「出張相談」会を開いてはとの

示唆も受けた。センターから「労安学校」の取り組みや、最近入社 1 年たたずに自死

する青年が増えている現状などを報告・懇談した。

懇談を終えて自らの労働者時代を振り返ると様々な思いがよみがえる。就職して労

働組合に入るのは当たり前の時代が、今では組織率 17.3％という。

1945年労働組合法制定

1946年日本国法制定（1200組合 368万人 組織率 41.5％）

1946年労働関係調整法制定 産別会議結成

1947年労働基準法制定

1949年労働組合法改定 （665万人 組織率 55.8％：戦後最高の組織率）

1950年総評結成

1955年 8単産共闘発足（春闘開始） 59～60年安保闘争、三池闘争

1973年年金スト（物価スライド制獲得）

1974年「インフレ阻止共闘」（18団体） 32.9％の大幅賃上げ

1989年全労連結成。連合結成（総評解散） ＜インターネットより＞

たたかう労働組合「炭労」や「国労」が国策のなか壊滅化され、同様に労使協調の

連合結成へと変質を許してきた。思い起こす言葉は「資本家は労働者を搾取している」

「労働者は団結して労働条件の改善を」のような記がある。ところが、労働者の団

結・連帯を破壊する「成果主義」や「評価制度」の導入、正社員、派遣社員など労働

者間の分断、雇用によらない働き方「請負」「自営」など、安倍政治と経済界は「世界

一企業活動がしやすい国」をめざし、労働組合の進めている。

最近、日本の大企業で不正が相次いで発覚、信頼を揺るがしている。東芝の不正会

計、日産自動車の資格のない従業員が完成車の検査、神戸製鋼所は強度のデータの改

ざんは多大な影響を社会に与えている

かつて、労働組合は企業の不正を告発し、健全な事業経営を進める「警鐘乱打」の

役割を果たしてきた。労働組合組織率 10％台はその自浄作用さえなくしてしまってい

る。労働法制を巡り労働組合が正念場に。



月　日 曜日 時刻 事　　　項 場　　　所

１月６日 (土) 13:00 愛労連新春学習会 労働会館東館２階ホール

１月８日 (祝) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

１月10日 (水) 18:00 判例研究会 水野幹男法律事務所

１月11日 (木) 18:30 愛知健康センター理事会 労働会館本館２階会議室

10:30 ｢ホームに可動柵を!｣街頭宣伝 金山総合駅

11:30 真の働き方改革街頭宣伝 金山総合駅

１月15日 (月) 18:00 三者(自由法曹団･国民救援会･争議団)新春の集い 労働会館東館２階ホール

１月17日 (水) 13:30 悪徳社労士木全裁判(原告証人尋問) 名古屋地裁1102号法廷

１月18日 (木) 11:00 十六銀行員労災認定裁判 名古屋地裁201号法廷

13:00 中電新入社員労災認定裁判弁護団会議 労働会館本館406号室

14:00 東海セミナー打合せ会 愛知健康センター事務所

14:00 愛知県保険医協会出前講座 保険医協会会議室

１月22日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

１月23日 (火) 13:10 岩永労災認定裁判 名古屋地裁201号法廷

１月25日 (木) 13:10 岡崎商業高校教員公務災害認定裁判判決 名古屋高裁1001号法廷

１月26日 (金) 14:45 宇田川アスベスト被曝労災認定裁判(結審?) 名古屋高裁1004号法廷

13:15 トヨタ社員労災認定裁判 名古屋地裁1103号法廷

13:15 全国センター理事会 東京

２月１日 (木) 13:30 やまぜんホームズ･大迫労災認定裁判 名古屋地裁201号法廷

２月５日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

２月７日 (水) 13:00 中電新入社員労災認定裁判弁護団会議 労働会館本館406号室

10:30 ｢ホームに可動柵を!｣街頭宣伝 金山総合駅

11:30 真の働き方改革街頭宣伝 金山総合駅

13:30 名古屋過労死を考える家族の会総会 労働会館４階会議室

２月12日 (月) 13:30 トヨタ総行動 山之手公園

２月19日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

２月28日 (水) 13:30 市バス山田損害賠償請求裁判 名古屋地裁1103号法廷

３月５日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

３月７日 (水) 13:10 中部電力新入社員労災認定裁判 名古屋地裁1103号法廷

３月10日 (土) 10:00 東海セミナー 労働会館本館２階会議室

３月12日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

３月26日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

４月11日 (水) 13:30 寺井土木・関岡労災認定裁判判決 名古屋地裁1103号法廷

２月11日 (日)

１月･２月の日程
（３月･４月の日程を一部含む）

１月14日 (日)

１月19日 (金)

１月31日 (水)
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